
組合員及び被扶養者に「資格情報のお知らせ」を配付します
　健康保険証の廃止にあたり、みなさまに安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的として「資格情報
のお知らせ」を配付します。組合員及び被扶養者の資格情報及びマイナンバーの下4桁が記載してありますので、
お手元に届きましたらマイナンバー等に誤りがないかご確認をお願いします。
　このお知らせは、12月2日までに正確な加入者情報を担保するため、１回限りの発行となりますので大切に
保管してください。なお、送付・配付にあたり、組合員又は被扶養者から特段の申し出がない場合は、黙示の
同意をいただいたものとして、世帯ごとにまとめて送付・配付しますので、ご了承ください。

●共済組合へ各種手続きをするとき

● 医療機関にカードリーダーがないとき、不具合で
カードリーダーが使えないとき

対 象 者

送付時期

配付方法

： 組合員及び被扶養者全員（本年6月22日時点の加入者）
： 本年10月中旬に各所属所へ送付
： 各所属所の共済組合担当課から各組合員に配付

※上記の日付以降に資格取得された方は、12月以降の送付となります。

医療機関等での受診の際には、マイナ保険証で受診するようにお願いします

「資格情報のお知らせ」はこんなときに使用します

切り取って
マイナンバーカードと
セットで携帯できます

「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとセット
で提示すると、保険診療が受けられます。「資格情報の
お知らせ」のみでは、保険診療は受けられません。

※上記はサンプルです。 ※様式は変更される場合があります。


